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付
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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
克
昌
君
提
出
い
わ
ゆ
る
残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
お
よ
び
、
お
か
ら
の
産
業
廃
棄
物
と
し
て
の
位
置
付
け

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
従
来
よ
り
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
建
設
業
者
団
体
及
び
資
材
業
者
団
体
を
構
成
員

と
す
る
建
設
資
材
対
策
地
方
連
絡
会
を
同
省
地
方
整
備
局
等
に
設
置
し
、
御
指
摘
の
「
出
荷
し
た
生
コ
ン
の
う
ち
工
事
現
場

で
使
わ
れ
ず
に
余
り
、
工
場
に
戻
さ
れ
る
等
の
処
理
を
受
け
る
、
い
わ
ゆ
る
残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
」
（
以
下
「
残
コ
ン
・
戻

り
コ
ン
」と
い
う
。
）の
発
生
抑
制
等
を
含
め
た
建
設
資
材
を
取
り
巻
く
諸
問
題
等
に
つ
い
て
情
報
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
こ
れ
ま
で
に
縮
減
さ
れ
た
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
の
額
」
に
つ
い
て
は
、
残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
の
発
生

の
抑
制
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
た
公
共
工
事
の
コ
ス
ト
の
額
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
個
別
の
工
事
ご
と
に
異
な
る
状
況
等
も

勘
案
し
た
上
で
、
全
国
の
公
共
工
事
に
使
用
さ
れ
た
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
係
る
残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
に
つ
い
て
、
各
生
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
プ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
正
確
に
計
測
し
、
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

一



残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
「
行
政
処
分
の
指
針
に
つ
い

て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
環
廃
産
発
第
一
三
〇
三
二
九
九
号
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ

イ
ク
ル
対
策
部
産
業
廃
棄
物
課
長
通
知
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
知
事
及
び
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
市
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
適
切
に
判
断
す
べ
き

も
の
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
は
、

そ
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
他
人
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

者
又
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
第
八
条
の
二
の
八

各
号
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
、
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
は
、

当
該
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
を
受
託
し
た
者
に
対
し
、
産
業
廃
棄
物
管
理
票
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。

二



四
に
つ
い
て

残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
か
ら
取
り
出
し
た
回
収
骨
材
の
有
効
利
用
の
た
め
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
、
日
本
工
業
規
格

Ａ
五
三
〇
八
を
改
正
し
、
当
該
回
収
骨
材
の
取
扱
い
を
規
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
残
コ
ン
・
戻
り
コ
ン
の
二
次
利

用
を
促
す
た
め
の
必
要
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
豆
腐
の
生
産
過
程
で
出
る
お
か
ら
が
産
業
廃
棄
物
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
現
状
と
有
効
利
用
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

な
お
、
お
か
ら
が
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
指
針
を
踏
ま
え
、
都

道
府
県
知
事
等
に
お
い
て
適
切
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


